
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

海

第
一

船
舶
か
ら
の
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
の
排
出
の
規
制

一

有
害
水
バ
ラ
ス
ト
の
要
件
は
、
当
該
水
バ
ラ
ス
ト
に
含
ま
れ
る
水
中
の
生
物
の
数
が
そ
の
大
き
さ
ご
と
に
一
定
容
量
当

た
り
一
定
数
以
上
で
あ
る
こ
と
又
は
当
該
水
バ
ラ
ス
ト
に
含
ま
れ
る
大
腸
菌
等
の
細
菌
の
数
が
一
定
容
量
当
た
り
一
定
数

以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
の
四
関
係
）

二

海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
有
害
と
な
る
お
そ
れ
の
な
い
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
の
排
出
の
基
準
は
、
排
出
海
域
が
公
海

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
公
海
に
お
い
て
積
み
込
ま
れ
た
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
の
排
出
で
あ
る
こ
と
等
の
要
件
に
、
排
出
海

域
が
公
海
以
外
の
海
域
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
排
出
さ
れ
る
場
所
と
お
お
む
ね
同
一
の
場
所
で
積
み
込
ま
れ
た
有
害
水

バ
ラ
ス
ト
の
排
出
で
あ
る
こ
と
等
の
要
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
関
係
）

三

二
以
上
の
船
舶
バ
ラ
ス
ト
水
規
制
管
理
条
約
締
約
国
間
に
お
い
て
合
意
さ
れ
て
行
わ
れ
る
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
の
排
出
の

要
件
は
、
積
込
み
及
び
排
出
を
行
う
区
域
そ
の
他
の
事
項
を
遵
守
し
て
行
わ
れ
る
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
の
排
出
で
あ
る
こ
と

と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
の
二
関
係
）

四

法
第
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
の
三
関
係
）



五

湖
沼
等
の
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
有
害
と
な
る
お
そ
れ
の
な
い
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
湖
沼
等
排
出
の
基
準
は
、
当
該
有

害
水
バ
ラ
ス
ト
が
流
さ
れ
、
又
は
落
と
さ
れ
る
場
所
と
お
お
む
ね
同
一
の
場
所
で
積
み
込
ま
れ
た
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
に
つ

い
て
の
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
湖
沼
等
排
出
で
あ
る
こ
と
等
の
要
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
の
四
関
係
）

六

三
は
、
二
以
上
の
船
舶
バ
ラ
ス
ト
水
規
制
管
理
条
約
締
約
国
間
に
お
い
て
合
意
さ
れ
て
行
わ
れ
る
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
湖

沼
等
排
出
の
要
件
に
つ
い
て
準
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
の
五
関
係
）

第
二

バ
ル
テ
ィ
ッ
ク
海
海
域
、
北
海
海
域
、
北
米
海
域
及
び
米
国
カ
リ
ブ
海
海
域
に
お
い
て
船
舶
に
使
用
す
る
燃
料
油
の
硫

黄
分
の
濃
度
の
基
準
を
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
一
条
の
十
関
係
）

第
三

附
則

一

こ
の
政
令
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

こ
の
政
令
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
経
過
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
七
条
ま
で
関
係
）



三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
八
条
関
係
）


